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狂犬病予防法第７条第２項の規定に基づき、犬等の輸出入検疫規則

の一部を改正する省令及び犬等の輸出入検疫規則第４条第１項の規

定に基づき、同項の表輸入の項第１号の農林水産大臣の定める方法

等を定める件の通知について 

 

犬等の輸入に当たっては、狂犬病予防法（昭和２５年法第２４７号）及び犬

等の輸入検疫規則（平成１１年農林水産省令第６８号）に基づき、農林水産省

動物検疫所において検疫を実施しているところである。 

今般、別添の通り、農林水産省令及び農林水産大臣告示が、平成１６年１０

月６日に公布された。 

ついては、ご了知の上、本改正により海外からの狂犬病侵入防止が強化され

ることとなるが、貴自治体におかれても、引き続き、狂犬病予防に基づく犬の

登録及び予防接種の徹底、不法上陸犬対策等、国内における狂犬病予防対策の

推進をお願いする。 
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